
裁判官と検察官の人事交流
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平成25年 57 17 0

内閣法制局1、公正取引委員会1，金融庁
4、証券取引等監視委員会3，公害等調
整委員会2、法務省16、外務省3，国
税不服審判所4，厚生労働省1、中央労
働委員会2、農林水産省1，国土交通省
1，文部科学省1

57 20 0

内閣法制局1，公正取引委員会1，金融庁
4、証券取引等監視委員会3、公害等調
整委員会2、法務省14、外務省3、国
税不服審判所4、厚生労働省1、中央労
働委員会2、農林水産省1，国士交通省
1

平成26年 51 17 0

■

内閣1，公正取引委員会1，金融庁3、
証券取引等監視委員会l、公害等調整委
員会1，総務省2、法務省.18、外務省
1，財務省1《国税不服審判所1，経済
産業省2、文部科学省2
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I内閣’、公正取引委員会’、金融庁3，
鉦券取引等監視委員会’、公害等調整委
0 1員会1、総務省2、法務省16、外務省
’1，財務省1、国税不服審判所1，経済
涯業省2，文部科学省2

、
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平成27年 56 23 0

公正取引委員会1，金融庁4，証券取引
等監視委員会3、公害等調整委員会1、
法務省10、外務省3、国税不服審判所
5、文部科学省1，厚生労働省1、中央
労働委員会2、農林水産省1，国土交通
省1

19

句

Ｐ
■
甲
凸
ロ
凸
ｇ
凸
■
凸
■
■
早
▲
■
凸
与
凸
守
▲
■
●
ｇ
凸
守
凸
■
●
”
■
早
凸
■
△
■
ワ
ｎ
Ｕ
凸
口
ａ
７
ａ
■
凸
■
■

54 0

町

血

ｐ

一

■

・

■

早

■

■

凸

■

■

守

ら

■

▲

■

内閣3、公正取引委員会1，金融庁4，
証券取引等監視委員会3，公害等調整委・
I員会1 、 法務省10、外務省3、国税不

I服審判所4，文部科学省1，厚生労働省
'1、中央労働委員会2、農林水産省1，
個±交通省1

平成28年 52 19 0

内閣2、公正取引委員会1，金融庁4，
証券取引等監視委員会1，総務省2，公
害等調整委員会1，行政不服審査会1、
法務省14、外務省2、財務省1、国税
不服審判所1，経済産業省2、文部科学
省1

43 12

I内閣2、公正取引委員会1，金融庁3，
i証券取引等監視委員会1，総務省2，公
0i害等調整委員会1、法務省13、外務省
’2，財務省1、国税不服審判所1、経済
I産業省2，文部科学省1、厚生労働省1

平成29年 59 17 0

再就認等監視委員会1，公正取引委員会

1、金融庁5、証券取引等監視委員会
3，総務省1，公害等調整委員会2，法
務省14、外務省3、国税不服審判所
5，文部科学省2、厚生労働省1，中央
労働委員会2、農林水産省1，国士交通
単＃1

56 17 0

公正取引委員会1 ，金融庁4，証券取引
等監視委員会3，総務省1，公害等調整
委員会2、法務省14、外務省3、国税
不服審判所5，文部科学省2、中央労働
委員会2、農林水産省1，国土交通省1

平成30年
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内閣2，公正取引委員会1，金融庁4
証券取引等監視委員会1，総務省1，
政不服審査会1、法務省16、外務省

、

行

2，財務省1、国税不服審判所1，文部
科学省1、経済産業省3

46 20 0

内閣2、公正取引委員会1，金融庁4、
証券取引等監視委員会1、総務省1、行
政不服審査会1、法務省9、外務省2、
財務省1、国税不服審判所1，文部科学
省1，経済産業省2

令和元年 59 18 0

内閣1、公正取引委員会1，金融庁5，
証券取引等監視委員会3、公害等調整委
員会2＄法務省15、外務省3、国税不
服審判所5、文部科学省1、厚生労働省
1、中央労働委員会2、農林水産省1，
国土交通省1

』

0

56 17 0

公正取引委員会1，証券取引等監視委員
会3、金融庁5，公害等調整委員会2、
法務省14、外務省3、国税不服審判所
5；文部科学省1，厚生労働省1、中央
労働委員会2、農林水産省1，国土交通
省1 ．

令和2年 0
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52

内閣1，公正取引委員会l、金融庁4、
証券取引等監視委員会1，総務省3，公
害等調整委員会1、法務省18、外務省
2，財務省1、国税不服審判所1，中央
労働委員会1，経済産業省3

50 15 0

内閣2，公正取引委員会1、金融庁4、
証券取引等監視委員会1，総務省3、公
害等調整委員会1、法務省15、外務省
2，財務省1、国税不服審判所1、中央
労働委員会1，経済産業省3

令和3年
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l内閣2、再就職等監視委員会1，公正取

|引委員会’、金融庁6，証券取引等監視
|委員会3，公害等調整委員会1、法務省
９
０
６
，
８
０
日
■
０
０
０
■

8、外務省3、国税不服審判所5，文部
科学省2、厚生労働省1，中央労働委員
今
云 1、農林水産省1，国土交通省1

51 14 0

内閣1，再就職等監視委員会1、公正取
引委員会1，金融庁6，証券取引等監視
委員会3，公害等調整委員会1、法務省
10、外務省3、国税不服審判所5､’文
部科学省2，厚生労働省1、中央労働委
員会1、農林水産省1、国土交通省1

令和4年 56 18

０
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|内閣，、公正取引委員会’、金融庁3，
1総務省3,公害等調整委員会2､法務省
0 118、外務省2，財務省1、国税不服審

1判所’、文部科学省’、文化庁'、中央
I労働委員会1，経済産業省3
１
１

●

19

０
６
０
０
０
‐
０
９
０
０
４
０
０
８
９
０
０
１
０
０
０
０
０
８

59 0

内閣1、公正取引委員会1、金融庁4，
証券取引等監視委員会1，総務省3、公
害等調整委員会2、法務省19、外務省
2，財務省1、国税不服審判所1，文部
科学省1、中央労働委員会1、経済産業
省3


